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宮崎市における個別避難計画作成と
避難支援体制構築の取組

～令和4年度 個別避難計画作成モデル事業を通して～



宮崎市の背景や取組の概要など

項目 概 要

規模など

人口：３９９，４２５人（R4.4.1）
避難行動要支援者名簿登載者数：10,171名（R4.3末）

うち情報提供同意者数：8,927名（87.8％）
※「宮崎市避難行動要支援者名簿に関する条例」により、拒否の意思表示が
なければ情報提供に同意したとみなすこととしている。

優先度の高い方（要介護度、身障手帳の等級で判断）3,616名
※災害ハザードを含めた優先度については、現在協議中

災 害
過去の大きな災害：平成17年9月台風第14号
直近の災害 ：令和 4年9月台風第14号
今後、発生が想定・懸念される災害：南海トラフ地震発生にともなう津波被害。

台風、大雨による浸水被害及び土砂災害

人的資源

担当職員数 ：4名（正職員3名 会計年度1名）
庁内組織体制 ：福祉総務課福祉防災係【R4年度より新設】（避難行動要支援者名簿、個別避難計

画、福祉避難所）
地域の人的資源：民生委員児童委員685名、地区社協19団体、自治会719団体、福祉協力員（見守り

ボランティア）1,692名
民生委員等による見守り活動及び、地区社協が中心となり民生委員、自治会、福
祉協力員の見守り情報交換会等が定期的に行われている。
市内22地域自治区に、地域の各団体の代表等で構成された地域協議会が設置され
ており、地域の課題解決の協議や活動団体間の情報共有が行われている。

その他 指定避難所：（一般）230箇所（福祉）1箇所 協定福祉避難所：119箇所



宮崎市のこれまでの取組み
これまでの宮崎市の取組
避難行動要支援者名簿に基づき、各地域の避難支援等関係者を中心として一人一人に「個

別避難支援計画」を作成、共有することを推進

⇒地域の実情に合わせた取組であるため、地域ごとの取組に差

※地域自治区ごとの作成率：1％～70％ 宮崎市全体の作成率：32.19％（2,113件）



法改正を受けての宮崎市の取組方針

令和３年５月 災害対策基本法改正⇒「個別避難計画」作成を市町村に努力義務化

※あわせて、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」も改定

法改正及び取組指針を受けての宮崎市の取組（令和4年度）
○できるだけ早期に個別避難計画の作成を進めるために優先度の高い人から作成

する。

→災害ハザードの状況や心身の状況、独居等の居住実態等によって、個別避難計

画作成の優先度を判断するため、関係部局との協議

○個別避難計画の作成は、本人の心身の状況や生活実態を把握している福祉専門

職や様々な関係者と連携して取組む。

→今後、個別避難計画作成を福祉専門職と連携して取り組むために「個別避難計

画作成モデル事業」を市内2地区で実施



令和4年度 宮崎市の具体的な取組
①モデル地区による「個別避難計画」を活用した共助のあり方の検討
・都市部である檍地域と、海岸部で昨年度に土砂災害にあった青島地域の２地区をモデル地
区とし、福祉専門職が作成した「個別避難計画」を活用した共助のあり方について地域の避
難支援等関係者を構成員とする検証委員会で協議を行う。
→これまでの取組を振り返るとともに、今後の福祉専門職と連携した支援体制の構築につい
て、実際に作成した個別避難計画を確認しながら協議を進める。地域の実情（地域住民の関
係性や災害の特性）に合わせた避難支援体制と活動の持続性を構築することを目指す。



令和4年度 宮崎市の具体的な取組

②実効性のある個別避難計画の様式の検討
・個別避難計画の様式について、災害ハザードや名簿登載要件に応じて、適した様式になる
よう関係各課と協議を行い、実効性のあるものとする。
→モデル事業や関係各課との協議を通して、様式の検討を行っている。また、要支援者の避
難支援が充実されるだけでなく、要支援者の自助を高めることが可能となる様式の検討を行
う。



令和4年度 宮崎市の具体的な取組

※自助を高める手段として、災害時タイムラインを個別避難計画の裏面に記載



令和4年度 宮崎市の具体的な取組

③庁内関係部局及び庁外関係機関との連携強化
・災害対策基本法の改正に伴う「要配慮者避難支援プラン」の改定について、庁内関係各課、
庁外関係機関と協議を行い、要配慮者の避難支援についての連携を深める。

→これまでの会議（１月までに担当者会を５回、策定委員会を３回実施）を通して、連携の
強化が図られているが、今後、継続していくための仕組みづくりが必要。



今後の課題としてみえてきたこと

●福祉専門職との連携のあり方（協力体制の構築）

・モデル事業へ参加意向確認を市内全事業所への実施 →「参加可能」事業所は1割程度

「参加不可」の理由としては「モデル地区に担当している要支援者がいない」「業務多忙に
より、対応困難」等

・事業所への個別説明を実施すると、制度に対しては否定的ではない事業所が大半

↓

個別避難計画作成に対する負担の軽減と制度の周知が必要

→個別避難計画作成のタイミング（ケアプラン作成時やモニタリング実施時等とする。）

事業所への説明会の実施。庁内における事業所支援体制の構築。



今後の課題としてみえてきたこと

●避難行動要支援者の地域との関係構築

・心身の状況が重く、優先度の高い要支援者について、地域との関係性が希薄な場合が多数あ
る。
地域の避難支援等関係者（自治会、消防団等）もどのように対応していいか分からない。
（名簿の共有だけでは不十分）。福祉専門職も、地域との関係の必要性は感じている。

↓
個別避難計画作成・共有を通して地域との関係性構築を模索

→個別避難計画作成時に「共助」の必要性を説明。地域の避難支援等関係者と個別避難計画の
情報を共有することで、地域との関係性構築のきっかけとする。

●関係部局、関係機関との連携体制

・「宮崎市要配慮者避難支援プラン」改定を通した関係部局・関係機関との協議において、共
通理解が図られている。

→来年度以降も連携体制を持続するための体制づくり（協議会設置などの検討）


